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「分子量700以上の紫外線吸収剤」と規定された特許発明に対し、
分子量699.9の紫外線吸収剤の被告製品が非侵害とされた事例

１．事件の概要

　本件は、特許請求の範囲に「分子量

が700以上の紫外線吸収剤」との構成

要件があるところ、被告製品に使用さ

れている紫外線吸収剤（被告UVA）

がそれに該当するか否かが争われた事

案です。一審判決ですが、特許出願担

当者にとって教訓となる事例なので紹

介します。

２．本件発明の概要

　本件特許（特許第4974971号）の請

求項１に記載された発明（本件発明）

を構成要件ごとに分説すれば次のよう

になります。

　「１Ａ：ラクトン環構造、無水グル

タル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ

－置換マレイミド構造および無水マレ

イン酸構造から選ばれる少なくとも１

種の環構造を主鎖に有する熱可塑性ア

クリル樹脂と、

　１Ｂ：ヒドロキシフェニルトリアジ

ン骨格を有する、分子量が700以上の

紫外線吸収剤と、

　１Ｃ：を含み、

　１Ｄ：110℃以上のガラス転移温度

を有する

　１Ｅ：熱可塑性樹脂組成物。

　１Ｆ：ここで、前記ヒドロキシフェ

ニルトリアジン骨格は、トリアジンと、

トリアジンに結合した３つのヒドロキ

シフェニル基とからなる骨格（（２－

ヒドロキシフェニル）－１，３，５－ト

リアジン骨格）である」

　本件発明は「高温での成形時におい

ても発泡、ブリードアウトの発生が抑

制され、UVAの蒸散による問題の発生

が少ない」ことが発明の効果として挙

げられています（本件明細書【0015】）。

３．被告製品の構成および争点

　被告製品は本件発明の構成要件１Ｂ

以外を充足することに争いがなく、被

告UVAの化学式は「C42H57N3O6」で

ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を

有するものです。

　本件では、被告UVAが構成要件１

Ｂを充足するか（争点１）、均等侵害

になるか（争点２）、特許無効の抗弁（争

点３）が争点になりました。このうち、

争点１および２について説明します。

４．当事者の主張

（１）争点１（文言侵害）について

ア　原告の主張

　「被告UVAは、分子式C42H57N3O6で

あるから、炭素原子42個、水素原子

57個、窒素原子３個、酸素原子６個

で構成されるところ、前記JISハンド

ブック記載の原子量（小数点２桁まで。

Ｃ（12.01）、Ｈ（1.01）、Ｎ（14.01）、

Ｏ（16.00））に、被告UVAを構成す

る各元素の原子数を乗じて足し合わ

せ、その分子量を算出すると、700.02

と算出され、これを四捨五入して整数

値とすると700となる。

　理化学辞典記載の平均原子量（Ｃ

（12.0107）、 Ｈ（1.00794）、 Ｎ

（14.00674）、Ｏ（15.9994）に基づい

て算出しても、699.9186と算出され、

これを四捨五入して整数値とすると

700となる」

　「被告UVAと同じ分子式のUVA（株

式会社ADEKA製『LA－F70』（製品

名アデカスタブ））の分子量は、製品

案内等において『700』であるとされ

ている」

イ　被告の主張

　「特許請求の範囲及び本件特許明細

書において、UVAの分子量は全て整

数値で記載されているから、構成要件

１Ｂ……の『分子量が700以上』とは、

整数値である原子量の概数値を用いて

24-07-59_035-037_知的財産権判例ニュース.indd   3524-07-59_035-037_知的財産権判例ニュース.indd   35 2024/09/04   11:38:512024/09/04   11:38:51



36 The Invention  2024 No.10

計算したときに、分子量が700以上と

なることを指すものである。

　被告UVAを構成する元素の原子量

の整数の概数値は、炭素が12、水素

が１、窒素が14、酸素が16であるから、

被告UVAの分子量は、当該整数値に

原子の個数を乗じた数の和である699

となる」

　「原告の主張する計算方法は、分子

量が700以上となるように恣意的に丸

めの桁を選択したものであって、技術

常識に基づくものではないし、その方

法による分子量の計算結果は、本件明

細書で示される他のUVAの分子量と

も整合しない」

（２）争点２（均等侵害）について

ア　原告の主張

（ア）第２要件（作用効果の同一性）

　「被告UVAの分子量が699である場

合、構成要件１Ｂ……記載の分子量の

下限値との差は700分の１にすぎな

い。そうすると、被告製品は本件発明

１と……同一の作用効果を奏する」

（イ）第３要件（置換容易性）

　「被告製品は構成要件１Ｂ以外の本

件発明１の全ての構成要件を充足し、

……製造時において販売されていた被

告UVAと同一の分子量を有するアデカ

スタブを入手することは可能であった」

（ウ）第１要件（非本質部分）

　「本件明細書において、UVAの分子

量の上限はかなり大きいとされ、UVA

を混合物とした場合に主成分の分子量

が700以上であればよいと記載されて

いることに加え、従来技術と比較する

と、構成要件１Ｂ……の『700』とは、

分子量が十分大きいUVAを用いると

いう発明の技術的思想を示す一指標に

すぎず、厳格な技術的意義はない」

イ　被告の主張

　「被告UVAの分子量（699）が700を

下回ることは、各発明の本質的部分に

おける相違点である」

５．裁判所の判断

（１）争点１（文言侵害）について

　「特許請求の範囲及び本件明細書に

は、UVAの分子量がいずれも整数値

で記載されているが、分子量の計算方

法や整数値（小数点以下１位を四捨五

入）とする根拠について明らかにされ

ていない。したがって、UVAの分子

量等については、当業者の技術常識を

もって解釈することとなる」

　「IUPAC原子量表（1995）をもとに、

作成された日本版のものの原子量は次

のとおりである」

　「当業者において、ある物質の分子

量は、その構成する原子の原子量表記

載の数値の和として認識されるから、

不確からしさを考慮しない場合、本件

優先日当時に近い原子量の数値……を

採用した、分子式C42H57N3O6で表される

化合物の分子量は、699.91848となる」

　「本件各発明に用いられるUVAの分

子量の計算において、その基礎となる

原子量の数値や、算出された分子量を

特定の桁（原告の主張でいう、原子量

につき小数点以下２桁、あるいは算出

された分子量を整数値）に丸めること

は前提とされていないから、前記……

の分子量の計算と異なる分子量の数値

を採用すべき根拠は見出せない。原子

量を小数点以下２桁に丸めて分子量を

計算し、更に分子量を整数に丸めると

いう計算方法は、誤差の原因となり技

術常識にもそぐわないし、本件明細書

の比較例におけるUVAの分子量の記

載が原告主張の計算方法による結果と

合致しないとの被告の指摘も考慮され

るべきである」

　「被告UVAと同じ分子式で表される

UVAについて、カタログや他の特許

公報等において、その分子量が700と

表記されることがあること……を指摘

するものの、『699.9』とか、『699.92』

とかと表記される例もある……ことか

らすると、当業者において、UVAの

分子量を、算出された分子量を丸めて

整数値とすることが技術常識であると

認めることもできない」

　「以上によると、被告UVAは、分子

量が699.91848であって、構成要件１

Ｂ……の『分子量が700以上』である

UVAではない」

（２）争点２（均等侵害）について

　「数値をもって技術的範囲を限定し

（数値限定発明）、その数値に設定する

ことに意義がある発明は、その数値の

範囲内の技術に限定することで、その

発明に対して特許が付与されたと考え

られるから、特段の事情のない限り、

その数値による技術的範囲の限定は特

許発明の本質的部分に当たると解すべ

きである。

　上記検討によれば、分子量を『700

以上』とすることには技術的意義があ

るといえるうえ、本件において、上記

特段の事情は何らうかがえない」
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　「そうすると、被告UVAの分子量が

『700以上』ではないとの相違点は、

本件各発明の本質的部分に係る差異で

あるというべきである」

６．考察

　本件では、「分子量700以上の紫外

線吸収剤」の意義が重要争点になって

いますので、その技術的意義について

本件明細書に基づいて考察します。

　本件明細書には「UVA（Ｂ）の分子

量は700以上である。当該分子量は

800以上が好ましく、900以上がより

好ましい。一方、当該分子量が10000

を超えると、樹脂（Ａ）との相溶性が低

下することで、最終的に得られる樹脂

成形品の色相、濁度などの光学的特性

が低下する。UVA（Ｂ）の分子量の上限

は、8000以下が好ましく、5000以下

がより好ましい」（【0061】）、「UVA（Ｂ）

は２種以上の化合物の混合物であって

もよく、この場合、主成分である化合

物の分子量が700以上であればよい」

（【0063】）、「UVA（Ｂ）の構造は分子量

が700以上である限り特に限定されな

いが、UVA（Ｂ）がヒドロキシフェニ

ルトリアジン骨格を有することが好ま

しい」（【0066】）などの記載がありま

す。しかし、なぜ「分子量700以上」

であればよいのか、「分子量700未満」

ではいけないのかの理論的な説明はあ

りません。

　また、本件発明は「高温での成形時

においても発泡、ブリードアウトの発

生が抑制され、UVAの蒸散による問

題の発生が少ない」（【0015】）ことを

発明の効果としています。紫外線吸収

剤が大きくなればブリードアウトしに

くくなるだろうことは容易に予想でき

ますが、効果の良しあしがなぜ「分子

量700以上」で分かれるのかを理論的

に説明する記載はありません。このた

め、「分子量700以上」という条件は、

実験によって定められたものと推測で

きます。

　そこで、本件明細書に記載された実

施例を見ると、実施例１～５、比較例

１～４および製造例１～ 22と多数の

例がありますが、紫外線吸収剤の種類

に着目すると、実施例としては分子量

958のものを主成分とし、分子量773

および分子量1142のものを副成分と

する製品名で特定される紫外線吸収剤

の１種類のみです。

　そして同じく紫外線吸収剤の種類に

着目すると、比較例としてはベンゾト

リアゾール骨格を有する分子量659の

もの（比較例１）、ベンゾトリアゾー

ル骨格を有する分子量315のもの（比

較例３）およびトリアジンにヒドロキ

シフェニル基が１つ結合した骨格を有

する分子量676のもの（比較例４）の

３種類のみです。これらのうち比較例

１および比較例３は分子の骨格が異な

り「ヒドロキシフェニルトリアジン骨

格を有する」の条件を満たしていませ

ん。そのため「ヒドロキシフェニルト

リアジン骨格を有する」紫外線吸収剤

のうちで分子量の異なる実施例は、主

成分が分子量958、副成分の分子量が

773および1142である製品を用いた実

施例に記載の１例と、分子量が676の

比較例４に記載の１例のみです。

　また、実施例と比較例４の紫外線吸

収剤の相違点は分子量のみではありま

せん。実施例のほうはトリアジンにヒ

ドロキシフェニル基が３つ結合した骨

格〈化学式（８）〉を有するのに対し、

比較例４のほうはトリアジンにヒドロ

キシフェニル基が１つ結合した骨格を

有しており、トリアジンに結合したヒ

ドロキシフェニル基の数が異なってい

ます。明細書に記載された実験では、

実施例の紫外線吸収剤と比較例の紫外

線吸収剤とは分子量以外に分子の骨格

にも相違点があるのに、このような少

ない実施例および比較例から「ヒドロ

キシフェニルトリアジン骨格を有す

る、分子量が700以上の紫外線吸収剤」

という発明の構成要件を定めています。

　本件では、実施例と比較例の紫外線

吸収剤には分子量以外にも相違点があ

るにもかかわらず「分子量700以上」

との数値限定の構成要件を出願人が自

ら設定したのですから、その数値限定

に技術的意義があると解釈して厳格に

判断されてもやむを得ないでしょう。
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